
米穀周年供給・需要拡大支援事業実施要綱 

 

農林水産事務次官依命通知  

                                          制定 平成27年４月９日付け26生産第3466号  

改正 平成27年９月30日付け27生産第1823号  

                                                平成28年４月１日付け27政統第 918号  

                                                平成29年３月31日付け28政統第1859号  

  平成30年３月30日付け29政統第1928号  

令和２年３月31日付け元政統第1647号  

 

第１ 趣旨 

  米政策の見直しを着実に実施していくためには、生産者及び集荷業者・団体の自主的な取組

により需要に応じた生産・販売が行われる環境整備を図る必要がある。このため、産地の判断

により、主食用米を長期計画的に販売する取組や輸出用など他用途への販売を行う取組等を自

主的に行う体制の整備に加え、産地・生産者と中食・外食事業者等のニーズを踏まえた業務用

米、輸出用米等の安定取引の推進を支援する。 

 また、米の流通合理化を進めるため、玄米の推奨規格フレコンを活用した輸送モデルの実証

を行う者を支援する。 

 

第２ 事業の内容 

 本事業は、次に掲げる内容により構成するものとする。 

１ 周年供給・需要拡大支援 

 産地の自主的な取組により需要に応じた生産・販売が行われる環境を整備するため、主食

用米を長期計画的に販売する取組、輸出向け・業務用向け等の販売促進等の取組又は非主食

用への販売の取組を行うために必要な経費について、事業実施主体に補助する事業。 

２ 玄米の推奨規格フレコンを活用した物流効率化実証支援 

米の流通合理化を進めるため、玄米の推奨規格フレコンを活用した輸送モデルの実証を行

うために必要な経費について、事業実施主体に補助する事業。 

３ 業務用米、輸出用米等の安定取引拡大支援 

 業務用米、輸出用米等に関し、産地・生産者と中食・外食事業者等それぞれのニーズを踏

まえた安定的な取引を継続かつ拡大させていくことを目的としたセミナーや商談会等の開催

等の取組を行うために必要な経費について、事業実施主体に補助する事業。 

 

第３ 事業実施主体 

１ 第２の１の事業の実施主体は、需要に応じた生産・販売を行うために、必要な積立てを行

っている集荷業者・団体又は事業実施年度中に積立てを開始した集荷業者・団体であって農

林水産省政策統括官（以下「政策統括官」という。）が別に定める要件を満たすものとする。 

２ 第２の２の事業の実施主体は、民間団体等であって政策統括官が別に定める要件を満たす

ものとする。 

３ 第２の３の事業の実施主体は、民間団体等であって政策統括官が別に定める要件を満たす

ものとする。 

 

第４ 事業実施手続 

１ 事業実施主体は、政策統括官が別に定めるところにより、事業実施計画を作成し、別表の

 本要綱は、令和３年度予算政府案に基づくものであり、成立した

予算の内容に応じて変更があり得ることに留意ください。 



左欄に掲げる事業実施主体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者（以下「事業承認

者」という。）に提出して、その承認を受けるものとする。 

２ １の事業実施計画の重要な変更（政策統括官が別に定めるものをいう。）に係る手続は１

に準じて行うものとする。 

 

第５ 事業の対象期間及び実施 

 本事業の対象期間は、令和２年度から令和４年度までの３年間とする。ただし、事業の実施、

確認等が翌年度に及ぶものについては、翌年度において、当該事業経費に係る予算が確保でき

た場合において、事業の継続ができるものとする。 

 

第６ 助成措置 

 国は、予算の範囲内において、事業実施主体に対し、本事業に必要な経費について政策統括

官が別に定めるところにより補助するものとする。 

 

第７ 報告等 

 事業実施主体は、政策統括官が別に定めるところにより、本事業の実施状況及び評価を取り

まとめ、事業承認者に報告するものとする。 

 

第８ 指導監督 

 事業承認者は、本事業の実施に関して、事業実施主体に対し、指導及び監督を行うものとす

る。 

 

第９ 委任 

 本事業の実施につき必要な事項については、この要綱に定めるもののほか、政策統括官が別

に定めるものとする。 

 

   附 則 

   この要綱は、平成27年４月９日から施行する。 

 

   附 則（平成27年９月30日付け27生産第1823号） 

 １ この要綱は、平成27年10月１日から施行する。 

 ２ この通知による改正前の各通知（以下「旧通知」という。）の規定により農林水産省生産

局長（以下「生産局長」という。）がした処分、手続その他の行為（以下「処分等」という。）

は、この通知による改正後の各通知（以下「新通知」という。）の相当規定により政策統括

官がした処分等とみなし、旧通知の規定により生産局長に対してされた申請その他の行為（以

下「申請等」という。）は、新通知の相当規定により政策統括官に対してされた申請等とみ

なす。 

 

   附 則（平成28年４月１日27政統第918号） 

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正前の本要綱により実施した事業については、なお従前の例による。 

 

附 則（平成29年３月31日28政統第1859号） 

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 



２ この通知による改正前の本要綱により実施した事業については、なお従前の例による。 

 

附 則（平成30年３月30日29政統第1928号） 

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正前の本要綱により実施した事業については、なお従前の例による。 

 

附 則（令和２年３月31日元政統第1647号） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正前の本要綱により実施した事業については、なお従前の例による。 

 

 

（別表） 

米穀周年供給・需要拡大支援事業に係る事業承認者 

事業実施主体の区分 事業承認者 

周年供給・需要拡大支援の事業実施主体 

    

地方農政局長（北海道に主たる事務所を置く事

業実施主体にあっては北海道農政事務所長、沖

縄県に主たる事務所を置く事業実施主体にあ

っては内閣府沖縄総合事務局長） 

玄米の推奨規格フレコンを活用した物流

効率化実証支援の事業実施主体 

 政策統括官 

 

業務用米、輸出用米等の安定取引拡大支

援の事業実施主体 

政策統括官 

 

 


